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第9章 環境影響評価項目に関する環境の保全のための措置 

環境影響評価の検討の過程において講ずることとした環境保全措置は本章に示すとおりであ

る。また、環境保全措置の検討にあたっては、以下に示す考え方を基本とした。 

(1)環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を回避又は低減することを優先するもの 

  とし、これらの検討結果を踏まえ、必要な場合に本事業の実施により損なわれる環境要素 

  の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための代償措置を検討する。 

(2)環境保全措置の実施時期、実施期間等は計画の熟度に対応し、関係機関と連携を取りつつ 

  適切に選定する。 

(3)環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて 

  いるか否かの検証等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、適切な措 

  置を講ずることとする。 
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9-1 大気環境 

9-1-1 大気質 

(1) 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに鉄

道施設（車両基地）の供用による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響を、事業者により実 

行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-1(1) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実

施

主

体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

排出ガス対

策型建設機

械の稼働 

排出ガス対策型建

設機械を使用する

ことにより、二酸化

窒素及び浮遊粒子

状物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わせ

て必要以上の建設

機械の規格、配置及

び稼働とならない

ように計画するこ

とで、二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質

の発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあた

って、高負荷運転の

防止、アイドリング

ストップの推進等

により、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物

質の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検及び整

備による性

能維持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検及び整

備により、建設機械

の性能を維持する

ことで、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物

質の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-1(2) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

改変区域をできる限

り小さくすることに

より、建設機械の稼

働を最小限に抑える

ことで、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質

の発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

揮発性有機

化合物（以

下、「VOC」と

いう。）の排

出抑制 

工事の実施におい

て、低 VOC 塗料等の

使用に努めること

で、浮遊粒子状物質

の生成を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備による

性能維持 

法令上の定めによる

定期的な点検や日々

の点検及び整備によ

り、資材及び機械の

運搬に用いる車両の

性能を維持すること

で、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の発

生を低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の運行

ルートの分散化等を

行うことにより、二

酸化窒素及び浮遊粒

子状物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

環境負荷低

減を意識し

た運転の徹

底 

資材及び機械の運搬

に用いる車両の法定

速度の遵守、アイド

リングストップ及び

急発進や急加速の回

避を始めとしたエコ

ドライブの徹底によ

り、発生する二酸化

窒素及び浮遊粒子状

物質を低減できる。

低減 ａ なし なし 
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表 9-1-1(3) 大気環境（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（車両

基地）の

供用 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

省エネ型ボ

イラーの導

入 

省エネ型ボイラー

を導入することに

より、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物

質の発生を低減で

きる。 

低減 ａ なし なし 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

排出ガス処

理施設の点

検及び整備

による性能

維持 

適切な点検及び整

備により、排出ガ

ス処理施設を維持

することで、二酸

化窒素及び浮遊粒

子状物質の発生を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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(2) 粉じん等 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉

じん等の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-2 に

示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-2(1) 大気環境（粉じん等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わせ

て必要以上の建設

機械の規格、配置

及び稼働とならな

いように計画する

ことで、粉じん等

の発生を低減でき

る。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事現場の

清掃及び散

水 

工事現場の清掃や

散水を行うこと

で、粉じん等の発

生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

仮囲いの設

置 

住居等周辺環境を

考慮した仮囲いの

高さの検討を行っ

たうえで仮囲いを

設置することで、

粉じん等の拡散を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

改変区域をできる

限り小さくするこ

とにより、建設機

械の稼働を最小限

に抑えることで、

粉じん等の発生を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り片寄った施工を

避けることで、粉

じん等の局地的な

発生を低減でき

る。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-1-2(2) 大気環境（粉じん等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

荷台への防

塵シート敷

設及び散水 

荷台に防塵シート

を敷設するととも

に散水すること

で、粉じん等の発

生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の出入り口

や周辺道路

の清掃及び

散水、タイヤ

の洗浄 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

出入り口や周辺道

路の清掃及び散

水、タイヤの洗浄

を行うことで、粉

じん等の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り資材及び機械の

運搬に用いる車両

が集中しないこと

で、粉じん等の局

地的な発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-2 騒音 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに鉄

道施設（換気施設）の供用、列車の走行（地下を走行する場合を除く。）による騒音の影響

を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-3 に示す環境保全

措置の検討を行った。 

 

表 9-1-3(1) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

低騒音型建

設機械の採

用 

低騒音型建設機械

の採用により、工

事に伴う騒音の発

生を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

仮囲い・防音

シート等の

設置による

遮音対策 

住居等周辺環境を

考慮した仮囲い等

の高さの検討を行

ったうえで仮囲

い・防音シート等

を設置すること

で、遮音による騒

音の低減効果が見

込まれる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わせ

て必要以上の建設

機械の規格、配置

及び稼働とならな

いように計画する

ことで、騒音の発

生を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあた

って、高負荷運転

の防止、アイドリ

ングストップの推

進等により、騒音

の発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検・整備に

よる性能維

持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検・整備

により建設機械の

性能を維持するこ

とで、騒音の発生

を低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(2) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り片寄った施工を

避けることで、騒

音の局地的な発生

を低減できる。 

低減 a なし なし 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整備

による性能

維持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検・整備

による性能維持に

より、発生する騒

音が低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の運

搬に用いる車両及

び運行ルートの分

散化等を行うこと

により、騒音の発

生を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

環境負荷低

減を意識し

た運転の徹

底 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

法定速度の遵守、

急発進や急加速の

回避を始めとした

エコドライブの徹

底により、発生す

る騒音を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り資材及び機械の

運搬に用いる車両

が集中しないこと

で、騒音の局地的

な発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（換気

施設）の

供用 

発生量

の低減 

環境対策型

換気施設の

採用 

環境対策型の換気

施設の設置を検討

することにより、

騒音を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

消音設備及

び多孔板の

設置 

換気施設に消音設

備、多孔板を設置

することで、換気

施設の稼働に伴い

発生する騒音を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(3) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（換気

施設）の

供用 

騒
音
の
発
生 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

換気ダクト

の曲がり部

の設置 

換気施設のダクト

に曲がり部を設置

することで回折に

よる減衰効果によ

り、騒音を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

換気施設の

点検・整備に

よる性能維

持 

換気設備の異常な

騒音、ケーシング

内の異物の混入の

有無、据付ボルト

の緩み、消音設備

の腐食の有無や目

詰まり状況の異常

等の検査に加え、

定期的に分解検査

を行い、換気設備

内部の粉じんの堆

積、腐食の進行等

の検査を行うこと

により、換気施設

の性能を維持する

ことで、騒音を低

減できる。 

低減 a なし なし 

列車の

走行（地

下を走

行する

場合を

除く。） 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

防音壁、防音

防災フード

の設置 

防音防災フード又

は防音壁を設置す

ることにより、騒

音の発生を低減で

きる。 

低減 a なし 

防音防災フー

ド等を設置す

ることによ

り、景観・眺

望の変化や日

照阻害、電波

障害の影響が

生じる可能性

がある。 
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表 9-1-3(4) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

列車の

走行（地

下を走

行する

場合を

除く。） 

騒
音
の
発
生 

発生量

の低減 

防音防災フ

ードの目地

の維持管理

の徹底 

防音防災フード間

目地の取り付けボ

ルトの緩みや目地

材の腐食の有無等

の検査を行い、検

査結果をもとに必

要に応じて、取り

付けボルトの増締

めや目地材の交換

を行うことによ

り、その性能を維

持することで、騒

音の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

桁間の目地

の維持管理

の徹底 

桁間目地の目地材

の腐食や亀裂の有

無、取り付け状況

の確認等の検査を

行い、検査結果を

もとに必要に応じ

て、目地材の交換

等を行うことによ

り、その性能を維

持することで、騒

音の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-3(5) 大気環境（騒音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

列車の

走行（地

下を走

行する

場合を

除く。） 

騒
音
の
発
生 

騒音伝

搬の減

衰効果

の増大 

防音壁の改

良 

防音壁の嵩上げ又

は防音壁に吸音機

能を備えること

で、騒音の発生を

低減できる。 

低減 a なし 

防音壁を嵩上

げすることに

より、景観・

眺望の変化や

日照阻害、電

波障害の影響

が生じる可能

性がある。 

受音点

側の回

避・低

減 

個別家屋対

策 

家屋の防音工事等

を行うことによ

り、騒音の影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

受音点

側の回

避・低

減 

沿線の土地

利用対策 

新幹線計画と整合

した公共施設（道

路、公園、緑地等）

を配置する等の土

地利用対策を推進

することで、鉄道

施設との距離を確

保することによ

り、住居等におけ

る騒音を低減でき

る。 

低減 b なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-3 振動 

工事の実施時における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行並びに鉄

道施設（換気施設）の供用、列車の走行による振動の影響を、事業者により実行可能な範囲

内で回避又は低減するために、表 9-1-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-4(1) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

低振動型建

設機械の採

用 

低振動型建設機械

の採用により、工

事に伴う振動の発

生を抑制すること

ができる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わせ

て必要以上の建設

機械の規格、配置

及び稼働とならな

いように計画する

ことで、振動の発

生を抑制すること

ができる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

過負荷運転の防止

に努めることで、

振動の発生を抑制

することができ

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

建設機械の

点検・整備に

よる性能維

持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検・整備

により建設機械の

性能を維持するこ

とで、振動の発生

を抑制することが

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り片寄った施工を

避けることで、振

動の局地的な発生

を低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-4(2) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 
振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備による

性能維持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検・整備

により資材及び機

械の運搬に用いる

車両の性能を維持

することで、振動

の発生を抑制する

ことができる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行ルートの分散

化等を行うことに

より、振動の発生

を低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

環境負荷低

減を意識し

た運転の徹

底 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

法定速度の遵守、

急発進や急加速の

回避を始めとした

エコドライブの徹

底により、発生す

る振動を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り資材及び機械の

運搬に用いる車両

が集中しないこと

で、振動の局地的

な発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（換気

施設）の

供用 

発生量

の低減 

環境対策型

換気施設の

採用 

環境対策型換気施

設を採用すること

により、振動の発

生を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-1-4(3) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（換気

施設）の

供用 

振
動
の
発
生 

振動伝

搬の減

衰効果

の増大 

防振装置の

設置 

換気施設内に防振

ゴムを設置する等

の防振対策を施す

ことにより、振動

の発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

換気施設の

点検・整備に

よる性能維

持 

換気設備の異常な

振動、ケーシング

内の異物の混入の

有無、据付ボルト

の緩み、消音設備

の腐食の有無や目

詰まり状況の異常

等の検査に加え、

定期的に分解検査

を行い、換気設備

内部の粉じんの堆

積、腐食の進行等

の検査を行うこと

により、換気施設

の性能を維持する

ことで、振動の発

生を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-1-4(4) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

列車の

走行(地

下を走

行する

場合を

除く。) 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

桁支承部の

維持管理の

徹底 

桁支承の腐食や亀

裂の有無、取り付

け状況の確認、支

承取り付け部分の

コンクリートのひ

び割れの有無等の

検査を行い、検査

結果をもとに必要

に応じて、支承や

取り付け部分のコ

ンクリートの補修

等を行うことによ

り、その性能を維

持することで、振

動の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

ガイドウェ

イの維持管

理の徹底 

ガイドウェイの取

り付けボルトの緩

みや取り付け状況

の確認、ガイドウ

ェイコンクリート

のひび割れ、欠け

等の検査を行い、

検査結果をもとに

必要に応じて、取

り付けボルトの増

締めやガイドウェ

イの補修、交換等

を行うことによ

り、その性能を維

持することで、振

動の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-4(5) 大気環境（振動）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

列車の

走行(地

下を走

行する

場合に

限る。) 

振
動
の
発
生 

発生量

の低減 

ガイドウェ

イの維持管

理の徹底 

ガイドウェイの取

り付けボルトの緩

みや取り付け状況

の確認、ガイドウ

ェイコンクリート

のひび割れ、欠け

等の検査を行い、

検査結果をもとに

必要に応じて、取

り付けボルトの増

締めやガイドウェ

イの補修、交換等

を行うことによ

り、その性能を維

持管理すること

で、振動の発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-4 微気圧波 

列車の走行による微気圧波の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減する

ために、表 9-1-5 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-5(1) 大気環境（微気圧波）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

列車の

走行 

微
気
圧
波
の
発
生 

発生量

の低減 

緩衝工の設

置 

微気圧波対策が必

要な箇所であるト

ンネル及び防音防

災フードの出入口

に、周辺の住居分

布等に留意し、基

準値を満足できる

延長の緩衝工を設

置することによ

り、微気圧波を低

減することができ

る。 

低減 a なし 

緩衝工を設置

することによ

り、景観・眺

望の変化、日

照阻害、電波

障害の影響が

生じる可能性

がある。 

発生量

の低減 

緩衝工の維

持管理 

緩衝工の性能を維

持するため、開口

部の飛来物等によ

る閉塞の有無、開

口部の腐食の有無

等の検査を行い、

その結果をもとに

必要に応じて、飛

来物の撤去や開口

部の補修等を行う

ことで、微気圧波

を低減できる。 

低減 a なし なし 

微気圧

波伝搬

の減衰

効果の

増大 

多孔板の設

置 

微気圧波対策が必

要な箇所である非

常口（山岳部）に、

周辺の住居分布等

に留意し、基準値

を満足できる延長

の多孔板を設置す

ることにより、微

気圧波を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-1-5(2) 大気環境（微気圧波）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

列車の

走行 

微
気
圧
波
の
発
生 

微気圧

波伝搬

の減衰

効果の

増大 

多孔板の維

持管理 

多孔板の性能を維

持するため、目詰

まりの有無、多孔

板の腐食の有無、

取り付けボルトの

緩み等の検査を行

い、その結果をも

とに必要に応じ

て、目詰まりの除

去や多孔板の交

換、取り付けボル

トの増締め等を行

うことで、微気圧

波を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-1-5 低周波音 

鉄道施設（換気施設）の供用、列車の走行による低周波音の影響を、事業者により実行可

能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-1-6 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-1-6 大気環境（低周波音）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（換気

施設）の

供用 

低
周
波
音
の
発
生 

発生量

の低減 

環境対策型

換気設備の

採用 

環境対策型の換気

設備を採用するこ

とで、低周波音の

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

低周波

伝播の

減衰効

果の増

大 

消音設備・多

孔板の設置 

換気施設に消音設

備、多孔板を設置

することで低周波

音を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

換気施設の

点検・整備に

よる性能維

持 

換気設備の異常な

騒音や振動、ケー

シング内の異物の

混入の有無、据付

ボルトの緩み、消

音設備の腐食の有

無や目詰まり状況

の異常等の検査に

加え、定期的に分

解検査を行い、換

気設備内部の粉じ

んの堆積、腐食の

進行等の検査を行

うことにより、低

周波音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2 水環境 

9-2-1 水質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤードの設置）

並びに鉄道施設（駅、車両基地）の供用による水質の影響を、事業者により実行可能な範囲

内で回避又は低減するために、表 9-2-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-1(1) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

する濁水は、必要

に応じて発生水

量を考慮した処

理能力を有する

濁水処理設備を

設置し、法令に基

づく排水基準等

を踏まえ、沈澱、

濾過等、濁りを低

減させるための

処理をした上で

排水することで、

公共用水域への

影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変

区域をできる限

り小さくするこ

とで、水の濁りの

発生を低減する

ことができる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

仮締切工の

実施 

公共用水域内の

工事に際し止水

性の高い仮締切

工を行い、改変に

より巻き上げら

れる浮遊物質の

周辺公共用水域

への流出を防止

することで、水の

濁りに係る影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(2) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

水路等の切

回しの実施 

公共用水域内の

工事に際し、水路

等の切回しを実

施することによ

り、改変により巻

き上げられる浮

遊物質の周辺公

共用水域への流

出を防止するこ

とで、水の濁りに

係る影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

濁りを監視し、処

理状況を定期的

に確認すること

で、水質管理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置

する場合は、点

検・整備を確実に

行い、性能を維持

することにより、

工事排水の処理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

トンネ

ルの工

事 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

する濁水は、必要

に応じて発生水

量を考慮した処

理能力を有する

濁水処理設備を

設置し、法令に基

づく排水基準等

を踏まえ、沈澱、

濾過等、濁りを低

減させるための

処理をした上で

排水することで、

公共用水域への

影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(3) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

トンネ

ルの工

事 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

濁りを監視し、処

理状況を定期的

に確認すること

で、水質管理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置

する場合は、点

検・整備を確実に

行い、性能を維持

することにより、

工事排水の処理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(4) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

する濁水は必要

に応じて発生水

量を考慮した処

理能力を有する

濁水処理設備を

設置し、法令に基

づく排水基準等

を踏まえ、沈澱、

濾過等、濁りを低

減させるための

処理をした上で

排水することで、

公共用水域への

影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変

区域を必要最小

限とすることで、

水の濁りの発生

を低減できる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

濁りを監視し、処

理状況を定期的

に確認すること

で、水質管理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置

する場合は、点

検・整備を確実に

行い、性能を維持

することにより、

工事排水の処理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(5) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

するアルカリ排

水は、処理設備等

の対策により、必

要に応じて法令

に基づく排水基

準等を踏まえ、ｐ

H 値の改善を図る

ための処理をし

た上で公共用水

域へ排水するこ

とで、公共用水域

への影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変

区域をできる限

り小さくするこ

とで、水の汚れの

発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

仮締切工の

実施 

公共用水域内の

工事に際し止水

性の高い仮締切

工を行い、コンク

リート打設によ

り発生するアル

カリ排水の公共

用水域への流出

を防止すること

で、水の汚れに係

る影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(6) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

水路等の切

回しの実施 

公共用水域内の

工事に際し水路

等の切回しを行

い、コンクリート

打設により発生

するアルカリ排

水の公共用水域

への流出を防止

することで、水の

汚れに係る影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

汚れを監視し、処

理状況を定期的

に確認すること

で、水質管理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置

する場合は、点

検・整備を確実に

行い、性能を維持

することにより、

工事排水の処理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-1(7) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

トンネ

ルの工

事 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生

するアルカリ排

水、自然由来の重

金属に汚染され

た排水及び酸性

化排水は、処理設

備等の対策によ

り、必要に応じ、

法令に基づく排

水基準等を踏ま

え、pH 値の改善及

び有害物質濃度

の低減を図るた

めの処理をした

上で排水するこ

とで、公共用水域

への影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の

汚れを監視し、処

理状況を定期的

に確認すること

で、水質管理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置

する場合は、点

検・整備を確実に

行い、性能を維持

することにより、

工事排水の処理

を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

鉄道施

設（駅、

車両基

地）の

供用 

水の汚

れの低

減 

下水道への

排水 

下水道の利用が

可能な地域では、

処理をした上で

下水道へ一部排

水することで、公

共用水域への影

響を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-2-1(8) 水環境（水質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

鉄道施

設（駅、

車両基

地）の

供用 

水
の
汚
れ 

水の汚

れの低

減 

鉄道施設か

らの排水の

適切な処理 

鉄道施設から排

出する水は、必要

に応じて発生水

量を考慮した浄

化槽を設置し、法

令に基づく排水

基準等を踏まえ、

活性汚泥処理等

のBODを低減させ

るための処理を

した上で排水す

ることで、公共用

水域への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置

する場合は、点

検・整備を確実に

行い、性能を維持

することにより、

排水の処理を徹

底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

水の汚

れの低

減 

使用水量の

節約（節水）

鉄道施設（駅、車

両基地）で使用す

る水量を節水す

ることで、排水量

の削減につなが

り、公共用水域へ

の影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2-2 水底の底質 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去）による水底の底質の影響を、事業者によ

り実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-2-2 に示す環境保全措置の検討を行

った。 

 

表 9-2-2 水環境（水底の底質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

水
底
の
底
質
の
変
化 

水底の

底質の

保全 

河川内工事

における工

事排水の適

切な処理 

河川内工事にお

いて工事により

排出する水は、必

要に応じて水質

の改善を図るた

めの処理をした

上で排水するこ

とで、水底の底質

の改変に伴う河

川の水質への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2-3 地下水の水質及び水位 

工事の実施（トンネルの工事）、鉄道施設（トンネル）の存在又は鉄道施設（車両基地）

の供用による地下水の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、

表 9-2-3 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-3 水環境（地下水）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネ

ルの工

事及び

鉄道施

設（トン

ネル）の

存在 

地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

薬液注入工

法における

指針の順守 

薬液注入工法を施

工する際は「薬液

注入工法による建

設工事の施工に関

する暫定指針」に

基づき適切に実施

することで地下水

の水質への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

地下水

の水質

及び地

下水位

への影

響の低

減 

適切な構造

及び工法の

採用 

工事の施工に先立

ち地質、地下水の

調査を実施し、覆

工コンクリート、

防水シートの設置

等を行うと共に、

必要に応じて薬液

注入工を実施する

ことなどにより、

地下水への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（車両

基地）の

供用 

地
下
水
の
水
質
・
水
位
の
変
化 

地下水

位の低

下の低

減 

適切な揚水

位置や揚水

量の計画 

周辺の水利用調査

等を行い、できる

限り影響が生じな

いよう、揚水位置

や揚水量を計画す

ることで、地下水

の水位低下への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

地下水

位の低

下の低

減 

上水道から

の取水 

上水道から取水を

行うことで、地下

水の揚水量を抑制

し、地下水の水位

低下への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-2-4 水資源 

工事の実施（トンネルの工事）、鉄道施設（トンネル）の存在又は鉄道施設（車両基地）

の供用による水資源の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、

表 9-2-4 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-2-4(1) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネル

の工事及

び鉄道施

設（トン

ネル）の

存在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

工事排水の

適切な処理 

工事により排出す

る水は必要に応じ

て、沈殿・濾過・

中和等の対策によ

り、法令に基づく

排水基準等を踏ま

え、水質の改善を

図るための処理を

した上で排水する

ことで、公共用水

域への影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

工事排水の

監視 

工事排水の水質を

監視し、処理状況

を定期的に確認す

ることで、水質管

理を徹底すること

ができる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置す

る場合は、点検・

整備を確実に行い

性能を維持するこ

とにより、工事排

水の処理を徹底す

ることができる。

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

適切な構造

及び工法の

採用 

工事の施工に先立

ち地質、地下水の

調査を実施し、覆

工コンクリート、

防水シートの設置

等を行うと共に、

必要に応じて薬液

注入工を実施する

ことなどにより、

地下水への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-4(2) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネル

の工事及

び鉄道施

設（トン

ネル）の

存在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

薬液注入工

法における

指針の順守 

薬液注入工法を施

工する際は「薬液

注入工法による建

設工事の施工に関

する暫定指針」に

基づき適切に実施

することで地下水

の水質への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

地下水等の

監視 

工事着手前、工事

中、工事完了後に

おいて、地下水の

水位等の状況を定

期的に監視し把握

することで、地下

水位の低下等の変

状の兆候を早期に

発見し、対策を実

施することで影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

応急措置の

体制整備 

地下水等の監視の

状況から地下水低

下等の傾向がみら

れた場合に、速や

かに給水設備等を

確保する体制を整

えることで、水資

源の継続的な利用

への影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-4(3)  水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネル

の工事及

び鉄道施

設（トン

ネル）の

存在 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

代替水源の

確保 

他の環境保全措置

を実施した上で、

水量の不足等重要

な水源の機能を確

保できなくなった

場合は、代償措置

として水資源の周

辺地域において、

その他の水源を確

保することで、水

資源の利用への影

響を代償できる。

なお、本措置につ

いては、他のトン

ネル工事において

も実績があること

から確実な効果が

見込まれる。 

代償 a なし なし 
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表 9-2-4(4) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施設

（車両基

地）の供

用 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

鉄道施設か

らの排水の

適切な処理 

鉄道施設から排水

する水は、必要に

応じて発生水量を

考慮した浄化槽を

設置し、法令に基

づく排出基準等を

踏まえ、活性汚泥

処理等の BOD を低

減させるための処

理をした上で排水

することで、公共

用水域への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

処理設備の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置す

る場合は、点検・

整備を確実に行

い、性能を維持す

ることにより、排

水の適正処理を徹

底することができ

る。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

下水道への

排水 

下水道の利用が可

能な地域では、下

水道へ排水するこ

とで、公共用水域

への影響を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

排水量の抑

制 

排水量を抑制する

ことで、公共用水

域への影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-2-4(5) 水環境（水資源）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（車両

基地）の

供用 

水
資
源
利
用
へ
の
影
響 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

適切な揚水

位置や揚水

量の計画 

周辺の水利用調査

等を行い、できる

限り影響が生じな

いよう、揚水位置

や揚水量を計画す

ることで地下水の

水位に係る周辺の

水利用への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

水資源

利用へ

の影響

を低減 

上水道から

の取水 

上水道から取水を

行うことで、地下

水の揚水量を抑制

し、周辺の水利用

への影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3 土壌環境・その他 

9-3-1 重要な地形及び地質 

工事の実施（工事施工ヤードの設置）又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上

式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による重要な地形及び地質の影響を、事業

者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-1 に示す環境保全措置の検

討を行った。 

 

表 9-3-1 土壌環境（重要な地形及び地質）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な

地形及

び地質

への影

響の回

避・低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくし

た工事施工

ヤードの配

置計画 

工事施工ヤードの

設置にあたって

は、地形の改変を

できる限り小さく

した配置計画にす

ることにより、重

要な地形及び地質

への影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（トン

ネル、地

表式又

は掘割

式、嵩上

式、駅、

車両基

地、換気

施設、変

電施設）

の存在 

重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重要な

地形及

び地質

への影

響の回

避・低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくし

た鉄道施設

の配置計画 

地形の改変をでき

る限り小さくした

鉄道施設の配置計

画をすることで、

重要な地形及び地

質への影響を回避

できる。 

回避 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-2 地盤沈下 

工事の実施（トンネルの工事）又は鉄道施設（車両基地）の供用による地盤沈下の影響を、

事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-2 に示す環境保全措置

の検討を行った。 

 

表 9-3-2 土壌環境（地盤沈下）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

トンネ

ルの工

事 

地
盤
沈
下
の
発
生 

地盤沈

下の回

避・低

減 

適切な構造

及び工法の

採用 

地山の安定を確保

することにより地

盤沈下の影響を回

避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（車両

基地）の

供用 

地
盤
沈
下
の
発
生 

地盤沈

下の回

避・低

減 

適切な揚水

位置や揚水

量の計画 

地下水の水位低下

を抑制することに

より地盤沈下の影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

地盤沈

下の回

避・低

減 

上水道から

の取水 

地下水の水位低下

を抑制することに

より地盤沈下の影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-3 土壌汚染 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）による土壌汚染の影響

を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-3 に示す環境保全

措置の検討を行った。 

表 9-3-3(1) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚

染の回

避 

有害物質の

有無の確認

と汚染土壌

の適切な処

理 

汚染のおそれがあ

る土壌に遭遇した

場合は、有害物質

の有無を確認す

る。土壌汚染が明

らかとなった際に

は、関連法令等に

基づき対象物質

の種類や含有状況

等に合わせた処

理、処分を行うこ

とで、土壌汚染を

回避できる。 

回避 a なし なし 

土壌汚

染の回

避 

薬液注入工

法における

指針の順守 

薬液注入工法を施

工する際は「薬液

注入工法による建

設工事の施工に関

する暫定指針」に

基づき実施するこ

とで、土壌汚染を

回避できる。 

回避 a なし なし 

土壌汚

染の回

避 

発生土を有

効利用する

事業者への

土壌汚染に

関する情報

提供の徹底 

発生土を他事業に

おいて有効利用す

るにあたっては、

当該事業者が発生

土の管理方法につ

いて判断できるよ

うに、発生土の自

然由来重金属の含

有状況等に係る情

報提供を徹底する

ことで、二次的な

土壌汚染を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-3-3(2) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネ

ルの工

事 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚

染の回

避 

発生土に含

まれる重金

属等の定期

的な調査 

発生土に含まれる

重金属等の有無を

定期的に確認し、

指定基準に適合し

ない発生土及び酸

性化のおそれのあ

る発生土は、選別

して対象物質の種

類や含有状況等に

合わせた現場管理

を行うとともに、

関連法令等に基づ

き処理、処分を行

うことで、土壌汚

染を回避できる。

回避 a なし なし 

仮置き場に

おける発生

土の適切な

管理 

発生土の仮置き場

に屋根、側溝、シ

ート覆いを設置す

る等の管理を行う

ことで、重金属等

の有無を確認する

までの間の雨水等

による重金属等の

流出を防止し、土

壌汚染を回避でき

る。 

回避 a なし なし 
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表 9-3-3(3) 土壌環境（土壌汚染）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

トンネ

ルの工

事 

土
壌
汚
染
の
発
生 

土壌汚

染の回

避 

工事排水の

適切な処理 

工事排水につい

て、処理施設によ

り法令に基づく排

水基準等を踏ま

え、水質の改善を

図るための処理を

したうえで排水す

ることで、土壌汚

染を回避できる。

回避 a なし なし 

土壌汚

染の回

避 

薬液注入工

法における

指針の順守 

薬液注入工法を施

工する際は「薬液

注入工法による建

設工事の施工に関

する暫定指針」に

基づき実施するこ

とで、土壌汚染を

回避できる。 

回避 a なし なし 

土壌汚

染の回

避 

発生土を有

効利用する

事業者への

土壌汚染に

関する情報

提供の徹底 

発生土を他事業に

おいて有効利用す

るにあたっては、

当該事業者が発生

土の管理方法につ

いて判断できるよ

うに、発生土の自

然由来重金属の含

有状況等に係る情

報提供を徹底する

ことで、二次的な

土壌汚染を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-4 日照阻害 

鉄道施設（嵩上式、駅、車両基地、換気施設）の存在による日照阻害の影響を、事業者に

より実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-4 に示す環境保全措置の検討を

行った。 

 

表 9-3-4 その他（日照阻害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（嵩上

式、駅、

車両基

地、換気

施設）の

存在 

日
照
阻
害
の
発
生 

日照阻

害の発

生の低

減 

鉄道施設（嵩

上式、地上

駅）の構造物

の形式・配置

等の工夫 

鉄道施設（嵩上式、

地上駅）の構造物

の形式・配置等の

工夫又は防音防災

フード区間を短く

することにより、

桁下空間の確保又

は構造物高さの低

減を行うことで、

日照阻害を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

日照阻

害の発

生の低

減 

鉄道施設（車

両基地、換気

施設）の配置

等の工夫 

鉄道施設（車両基

地、換気施設）の

配置等の工夫によ

り住居等との距離

を確保すること

で、日照阻害を回

避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-5 電波障害 

鉄道施設（嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による電波障害の影響を、

事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-3-5 に示す環境保全措置

の検討を行った。 

 

表 9-3-5(1) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（嵩上

式、駅、

車両基

地、換気

施設、変

電施設）

の存在 

電
波
障
害
の
発
生 

電波障

害の発

生の低

減 

鉄道施設（車

両基地、換気

施設、変電施

設）の配置等

の工夫 

鉄道施設（車両基

地、換気施設、変

電施設）の配置等

の工夫により、電

波障害の影響を回

避できる。 

回避 a なし なし 

電波障

害の発

生の低

減 

鉄道施設（嵩

上式、地上

駅）の構造物

の形式・配置

等の工夫 

鉄道施設（嵩上式、

地上駅）の構造物

の形式・配置等の

工夫で桁高の検討

及び桁下の空間を

確保することによ

り、電波障害の影

響を回避できる。

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

共同受信施

設の設置 

共同受信施設の設

置により、電波障

害の影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

個別受信施

設の設置 

個別受信施設の設

置により、電波障

害の影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

受信施設の

移設又は改

良 

受信施設の移設又

は改良により、電

波障害の影響を回

避できる。 

回避 a なし なし 

発生時

の対応 

有線テレビ

ジョン放送

の活用 

有線テレビジョン

放送の活用によ

り、電波障害の影

響を回避できる。

回避 a なし なし 

 



 

9-42 

表 9-3-5(2) その他（電波障害）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（嵩上

式、駅、

車両基

地、換気

施設、変

電施設）

の存在 

電
波
障
害
の
発
生 

発生時

の対応 

指針等に基

づく改善策

の実施 

「公共施設の設置

に起因するテレビ

ジョン電波受信障

害により生じる損

害等に係る費用負

担について」に基

づき、改善策を適

切に実施すること

により、電波障害

の影響を代償でき

る。 

代償 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-6 文化財 

鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）

の存在による文化財の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、

表 9-3-6 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-3-6 その他（文化財）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（トン

ネル、地

表式又

は掘割

式、嵩上

式、駅、

車両基

地、換気

施設、変

電施設）

の存在 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事の施工範囲を

できる限り小さく

することにより、

文化財への影響を

回避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

適切な構造

及び工法の

採用 

必要な範囲で地上

への仮設物の設置

や橋脚の設置を避

ける等、文化財の

状況に応じた構

造、工法等を採用

することで文化財

への影響を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

試掘・確認調

査及び発掘

調査の実施 

事前に埋蔵文化財

の範囲及び性格等

を明らかにし、自

治体等関係機関と

の調整のうえ、必

要となる届出を行

い、試掘・確認調

査を実施したうえ

で、必要により文

化財としての価値

を後世に継承する

ために発掘調査を

実施する。これら

により文化財が記

録保存され、影響

を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

遺跡の発見

に関する届

出及び関係

機関との協

議・対処 

法令に基づき、必

要な届出を実施

し、適切に対処す

ることで文化財へ

の影響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-3-7 磁界 

列車の走行（地下を走行する場合を除く。）による磁界は「特殊鉄道に関する技術上の基

準を定める告示の解釈基準」（平成 24 年 8 月 1 日国鉄技第 42 号の国土交通省通達により一部

改正）に基づく基準値よりも十分小さく、事業者により実行可能な範囲内で磁界の影響を回

避又は低減していることから、特段の環境保全措置は行わないこととした。 
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9-4 動物・植物・生態系 

9-4-1 動物 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事又は工事施工ヤードの設置）及び鉄道施設（トンネル、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による動物の影響

を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-1 に示す環境保全

措置の検討を行った。 

 

表 9-4-1(1) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

保全対象

種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の生息地

の全体又

は一部を

回避 

重要な種の生

息地の全体又

は一部を回避

することで、影

響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種 

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避、

低減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする 

工事に伴う改

変区域をでき

る限り小さく

することで、注

目種の生息地

への影響を回

避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

資材運搬

等の適正

化 

車両の運行ル

ートは既存の

道路を活用す

ると共に、配車

計画を運行ル

ートに応じた

車両の台数及

び速度、運転方

法等に留意し

て計画するこ

とにより、動物

全般への影響

を低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-4-1(2) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

ハチクマ、

サシバ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避、

低減 

代替巣等

の設置 

工事の実施に

より、そこに生

息するハチク

マ、サシバの生

息環境の一部

は、やむを得ず

消失すること

となるため、代

償措置として、

消失する環境

の近傍におい

て、消失する環

境に類似した

環境に代替巣

を設置するこ

とで、生息環境

への影響を代

償することが

できる。なお、

代替巣等の設

置は、専門家の

助言を得なが

ら行うことで、

効果が期待で

きる。 

代償 a あり なし 
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表 9-4-1(3) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

コガタブ

チサンシ

ョウウオ、

コガムシ、

マツカサ

ガイ、ヒラ

ヒダリマ

キマイマ

イ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生息

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の移植 

鉄道施設（車両

基地）の位置や

形状の観点か

ら、そこに生息

する重要な種

の一部は、やむ

を得ず消失す

ることとなる

ため、代償措置

として、消失す

る環境の近傍

において、消失

する環境に類

似した環境を

持つ場所へ移

植を行うこと

で、重要な種の

生育環境への

影響を代償す

ることができ

る。なお、重要

な種の移植は、

専門家の助言

を得ながら行

うことで、効果

が期待できる。

代償 a あり なし 

コガタブ

チサンシ

ョウウオ、

コガムシ、

マツカサ

ガイ、ヒラ

ヒダリマ

キマイマ

イ 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置 

汚濁水の発生

が抑えられる

ことで、水生生

物の生息環境

への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-4-1(4) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事施工

ヤード等

の林縁保

護植栽の

実施 

改変する区域

の一部に林縁

保護植栽等を

図ることで、林

内環境への影

響を軽減し、重

要な種の生息

環境への影響

を低減できる。

低減 a なし なし 

ハチクマ、

オオタカ、

サシバ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防音シー

ト、防音

扉、低騒

音・低振動

型の建設

機械の採

用 

防音シート、防

音扉、低騒音・

低振動型の建

設機械の採用

により、騒音、

振動の発生が

抑えられるこ

とで、鳥類等の

生息環境への

影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

コガタブ

チサンシ

ョウウオ、

コガムシ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

照明の漏

れ出しの

抑制 

照明の漏れ出

しの抑制をす

ることで、走光

性の昆虫類等

への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

ハチクマ、

オオタカ、

サシバ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

コンディ

ショニン

グの実施 

段階的に施工

規模を大きく

し、徐々に工事

に伴う騒音等

に慣れさせる

こと等により、

猛禽類等の重

要な種への影

響を低減でき

る。 

低減 a あり なし 
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表 9-4-1(5) 動物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導 

不用意な林内

への立ち入り

やゴミ捨ての

禁止などにつ

いて工事従事

者に指導する

ことで、人為的

な攪乱による

影響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-4-2 植物 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事、工事施工ヤードの設置）

又は鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）

の存在による植物の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 

9-4-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-4-2(1) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

サクラバ

ハンノキ、

カザグル

マ、ハナノ

キ、ミズマ

ツバ、ミズ

トラノオ、

ミミカキ

グサ、キキ

ョウ、クロ

ホシクサ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の生育環

境の全体

又は一部

を回避 

重要な種の生

育環境の全体

又は一部を回

避 す る こ と

で、影響を回

避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対象

種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

工事に伴

う改変区

域をでき

る限り小

さくする 

生育環境の改

変をできる限

り小さくする

ことで、重要

な種への影響

を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-4-2(2) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

ミミカキ

グサ、キキ

ョウ、クロ

ホシクサ 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の生育環

境の創出 

車両基地の位

置や形状の観

点から、そこ

に生育する重

要な種の一部

は、やむを得

ず消失するこ

と と な る た

め、代償措置

として、消失

する環境の近

傍 に お い て

は、湿地、草

地、水の流れ

及びたまり場

を確保すると

ともに、水際

には在来種の

湿生植物を植

栽した生育環

境を創出する

ことで、重要

な種への影響

を代償するこ

とができる。

なお、生育環

境の創出は、

専門家の助言

を得ながら行

うことで、効

果が期待でき

る。 

代償 a あり なし 
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表 9-4-2(3) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、

鉄道施

設の存

在 

保全対象

種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

工事施工

ヤード等

の林縁保

護植栽の

実施 

改変する区域

の一部に林縁

保護植栽等を

図ることで、

林内環境への

影 響 を 軽 減

し、重要な種

の生育環境へ

の影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-4-2(4) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

サクラバ

ハンノキ、

カザグル

マ、カキノ

ハグサ、ハ

ナノキ、ミ

ズマツバ、

イブキボ

ウフウ、ス

ズサイコ、

ミズトラ

ノオ、ミミ

カキグサ、

ホザキノ

ミミカキ

グサ、キキ

ョウ、クロ

ホシクサ、

ヒメコヌ

カグサ、キ

ンラン 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の移植・播

種 

鉄道施設（非

常 口 （ 山 岳

部）、地表式又

は掘割式、嵩

上式、駅、車

両基地、換気

施設、変電施

設）の位置や

形状の観点か

ら、そこに生

育する重要な

種の一部は、

やむを得ず消

失することと

なるため、代

償 措 置 と し

て、消失する

環境の近傍に

おいて、消失

する環境に類

似 し た 環 境

（植生、光及

び水分等の条

件）を持つ場

所へ移植を行

うことで、重

要な種への影

響を代償する

こ と が で き

る。なお、重

要な種の移植

は、専門家の

助言を得なが

ら 行 う こ と

で、効果が期

待できる。 

代償 a あり なし 
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表 9-4-2(5) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

サクラバ

ハンノキ、

カザグル

マ、ハナノ

キ、ミズマ

ツバ、ミズ

トラノオ、

ミミカキ

グサ、ホザ

キノミミ

カキグサ、

クロホシ

クサ、ヒメ

コヌカグ

サ 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の

流入に

よる影

響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置 

汚濁処理施設

及び仮設沈砂

池の設置によ

り汚濁水の発

生 が 抑 え ら

れ、また、排

水の水温を下

げることで、

水辺の植物等

の生育環境へ

の影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-4-2(6) 植物に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の

実施、鉄

道施設

の存在 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

育環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導 

工事区域外へ

の不必要な立

ち入り等を制

限 す る こ と

で、踏みつけ

等による重要

な種への影響

を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

－ 

工
事
に
伴
う
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

育環境

への影

響の低

減 

外来種の

拡大抑制 

資材及び機械

の運搬に用い

る車両のタイ

ヤ洗浄や工事

後の施工ヤー

ドの速やかな

在来種による

緑化等に努め

ることで、外

来種の拡大を

抑制できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-4-3 生態系 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、切土工等又は既

存の工作物の除去、トンネルの工事又は工事施工ヤードの設置）及び鉄道施設（トンネル、

地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設、変電施設）の存在による生態系の影

響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-4-3 に示す環境保

全措置の検討を行った。 

 

表 9-4-3(1) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影
響 

検討の 
視点 

環境保全 
措置 

環境保全措
置の効果 

措置の
区分 

実施 
主体 

効果の 
不確実性 

他の環境
要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の実
施、鉄道
施設の存
在 

保全対象
種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
・
生
育
地
の
消
失
・

縮
小 

地表改
変によ
る生
息・生
育地の
消失等
の回
避、低
減 

注目種等
の生息・生
育地の全
体又は一
部を回避 

注目種等の
生息・生育地
の全体又は
一部を回避
することで、
注目種等生
息・生育地へ
の影響を回
避又は低減
できる。 

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

保全対象
種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
・
生
育
地
の
消
失
・

縮
小 

地表改
変によ
る生
息・生
育地の
消失等
の回
避、低
減 

工事に伴
う改変区
域をでき
る限り小
さくする 

工事に伴う
改変をでき
る限り小さ
くすること
で、注目種等
の生息・生育
地への影響
を回避又は
低減できる。

回避 
・ 

低減 
a なし なし 

保全対象
種 

工
事
に
伴
う
生
息
・
生
育
環
境
へ
の 

影
響 

工事に
伴う生
息・生
育環境
への影
響の低
減 

資材運搬
等の適正
化 

車両の運行
ルートは既
存の道路を
活用すると
共に、配車計
画を運行ル
ートに応じ
た車両の台
数及び速度、
運転方法等
に留意して
計画するこ
とにより、動
物全般への
影響を低減
できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-4-3(2) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

オオタカ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

防音シー

ト、防音

扉、低騒

音・低振動

型の建設

機械の採

用 

防音シート、

防音扉、低騒

音・低振動型

の建設機械

の採用によ

り、騒音、振

動の発生が

抑えられる

ことで、鳥類

等の生息環

境への影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし 
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表 9-4-3(3) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

保全対象

種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改

変によ

る生育

地の消

失等の

回避、

低減 

重要な種

の移植・播

種 

鉄道施設（非

常口（山岳

部）、地表式

又は掘割式、

嵩上式、駅、

車両基地、換

気施設、変電

施設）の位置

や形状の観

点から、そこ

に生息・生育

する重要な

種の一部は、

やむを得ず

消失するこ

ととなるた

め、代償措置

として、消失

する環境の

近傍におい

て、消失する

環境に類似

した環境を

持つ場所へ

移植・播種を

行うことで、

重要な種の

生息・生育環

境への影響

を代償する

ことができ

る。なお、重

要な種の移

植・播種は、

専門家の助

言を得なが

ら行うこと

で、効果が期

待できる。 

代償 a あり なし 
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表 9-4-3(4) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

保全対象

種 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の流

入による

影響の低

減 

汚濁処理

施設及び

仮設沈砂

池の設置 

汚濁処理施

設及び仮設

沈砂池の設

置により汚

濁水の発生

が抑えられ、

また、排水の

水温を下げ

ることで、水

辺の動植物

の生息・生育

環境への影

響を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴

う生息環

境への影

響の低減

工事施工

ヤード等

の林縁保

護植栽の

実施 

改変する区

域の一部に

林縁保護植

栽等を図る

ことで、林内

環境への影

響を軽減し、

重要な種の

生息・生育環

境への影響

を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴

う生息環

境への影

響の低減

照明の漏

れ出しの

抑制 

照明の漏れ

出しの抑制

をすること

で、走光性の

昆虫類など

への影響を

低減できる。

低減 a なし なし 
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表 9-4-3(5) 生態系に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 検討種 
影

響 

検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措

置の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境

要素への

影響 

工
事
の
実
施
・
供
用 

工事の実

施、鉄道

施設の存

在 

オオタカ 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

息環境

への影

響の低

減 

コンディ

ショニン

グの実施 

段階的に施

工規模を大

きくし、徐々

に工事に伴

う騒音等に

慣れさせる

こと等によ

り、猛禽類等

の注目種へ

の影響を低

減できる。 

低減 a あり なし 

保全対象

種 

工
事
に
伴
う
生
息
・
生
育
環
境
へ
の
影
響

工事に

伴う生

息・生

育環境

への影

響の低

減 

工事従事

者への講

習・指導 

不用意な林

内への立ち

入りやゴミ

捨ての禁止

等について

工事従事者

に指導する

ことで、人為

的な攪乱に

よる影響を

低減できる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-5 人と自然との触れ合い 

9-5-1 景観 

鉄道施設（トンネル、地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地、換気施設）の存在によ

る景観の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 9-5-1 に

示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-5-1 人と自然との触れ合い（景観）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（地表

式又は

掘割式、

嵩上式、

駅、車両

基地、換

気施設）

の存在 

景
観
へ
の
影
響 

景観等

への影

響の回

避、低

減 

改変区域を

できる限り

小さくする 

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、景観等への

影響を回避又は低

減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

景観等

への影

響の回

避、低

減 

構造物の形

状の配慮 

構造物の形状の配

慮により、周辺の

自然、農村、市街

地景観との調和を

図り、景観等への

影響を低減でき

る。また、景観の

有識者による検討

会を実施し、橋梁

構造形式等の検討

結果として、橋脚

計画位置の配慮に

より景観等への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-5-2 人と自然との触れ合いの活動の場 

鉄道施設（地表式又は掘割式、嵩上式、駅、車両基地）の存在による人と自然との触れ合

いの活動の場の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減するために、表 

9-5-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-5-2 人と自然との触れ合い（人と自然との触れ合いの活動の場）に関する 

環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（地表

式又は

掘割式、

嵩上式、

駅、車両

基地）の

存在 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
へ
の
影
響 

人と自

然との

触れ合

い活動

の場へ

の影響

の回

避・低

減 

鉄道施設の

設置位置、構

造への配慮 

鉄道施設の設置位

置、構造形式に配

慮することで、改

変による利用性へ

の影響を回避又は

低減することがで

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

人と自

然との

触れ合

い活動

の場へ

の影響

の回

避・低

減 

鉄道施設の

形状等の工

夫による周

辺景観への

調和の配慮 

鉄道施設の周辺景

観への調和の配慮

で、快適性への影

響を低減すること

ができる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 

 



 

9-63 

9-6 環境への負荷 

9-6-1 廃棄物等 

工事の実施（切土工等又は既存の工作物の除去、トンネルの工事）又は鉄道施設（駅、車

両基地）の供用による廃棄物等の影響を、事業者により実行可能な範囲内で回避又は低減す

るために、表 9-6-1 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-1(1) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

切土工

等又は

既存の

工作物

の除去 

建
設
工
事
に
よ
る
副
産
物
の
発
生 

発生量

の低減 

建設発生土

の再利用 

建設発生土は本事業内

で再利用、他の公共事

業などへの有効利用に

努めるなど、活用を図

ることで、取り扱う副

産物の量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

建設汚泥の

脱水処理 

真空脱水（ベルトフィ

ルタ）、遠心脱水（スク

リューデカンタ）、加圧

脱水（フィルタープレ

ス）、並びに加圧絞り脱

水（ロールプレス、ベ

ルトプレス）等のプラ

ント内の機械を用いて

脱水する機械式脱水処

理、天日乾燥、底面脱

水、並びにトレンチ工

法など強制乾燥や自重

圧密による含水比低下

を促す自然式脱水処理

等、含水比に応じた脱

水処理により減量化を

図ることで、取り扱う

副産物の量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

副産物の分

別・再資源化

場内で細かく分別し再

資源化に努めること

で、取り扱う副産物の

量を低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-6-1(2) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

トンネ

ルの工

事 

建
設
工
事
に
よ
る
副
産
物
の
発
生 

発生量

の低減 

建設発生土

の再利用 

建設発生土は本事

業内で再利用、他

の公共事業などへ

の有効利用に努め

るなど、活用を図

ることで、取り扱

う副産物の量を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

建設汚泥の

脱水処理 

真空脱水（ベルト

フィルタ）、遠心脱

水（スクリューデ

カンタ）、加圧脱水

（フィルタープレ

ス）、並びに加圧絞

り脱水（ロールプ

レス、ベルトプレ

ス）等のプラント

内の機械を用いて

脱水する機械式脱

水処理、天日乾燥、

底面脱水、並びに

トレンチ工法など

強制乾燥や自重圧

密による含水比低

下を促す自然式脱

水処理等、含水比

に応じた脱水処理

により減量化を図

ることで、取り扱

う副産物の量を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

副産物の分

別・再資源化 

場内で細かく分別

し再資源化に努め

ることで、取り扱

う副産物の量を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-6-1(3) 環境への負荷（廃棄物等）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（駅、

車両基

地）の供

用 

鉄
道
施
設
（
駅
、
車
両
基
地
）
の
供
用
に
よ
る
廃
棄
物
の
発
生 

発生量

の低減 

廃棄物の分

別・再資源化

分別回収施設の設

置や利用者への周

知を行い、分別・

再資源化の徹底を

図ることで、取り

扱う廃棄物の量を

低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

廃棄物の処

理、処分の円

滑化 

廃棄物保管場所に

ついて、利用者の

利便性や収集作業

の効率性を考慮し

た配置とするとと

もに、仕切りの設

置、色彩または形

状の工夫等で区別

しやすいようにす

ることにより、廃

棄物の処理、処分

の円滑化を図るこ

とで、分別・再資

源化や適正処理を

徹底することがで

き、取り扱う廃棄

物の量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 



 

9-66 

9-6-2 温室効果ガス 

工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行）又は鉄道施設（駅、

車両基地、換気施設）の供用による温室効果ガスの影響を、事業者により実行可能な範囲内

で回避又は低減するために、表 9-6-2 に示す環境保全措置の検討を行った。 

 

表 9-6-2(1) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事の

実施（建

設機械

の稼働、

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行） 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

低炭素型建

設機械の選

定 

低炭素型建設機械

（例えば油圧ショ

ベルでは CO2 排出

量が従来型に比べ

10％低減）の採用

により、温室効果

ガスの排出量を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

高負荷運転

の抑制 

建設機械の高負荷

運転を抑制するこ

とにより、温室効

果ガスの排出量を

低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わせ

て必要以上の建設

機械の規格、配置

及び稼働とならな

いように計画する

ことで、温室効果

ガスの排出量を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

建設機械の

点検・整備に

よる性能維

持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検・整備

により建設機械の

性能を維持するこ

とで、温室効果ガ

スの排出量を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-6-2 (2) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事の

実施（建

設機械

の稼働、

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行） 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整備

による性能

維持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検・整備

により資材及び機

械の運搬に用いる

車両の性能を維持

することで、温室

効果ガスの排出量

を低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

低燃費車種

の選定、積載

の効率化、運

搬計画の合

理化による

運搬距離の

最適化 

低燃費車種の選

定、積載の効率化、

合理的な運搬計画

の策定による運搬

距離の最適化等に

より、温室効果ガ

スの排出量を低減

できる。 

低減 a なし なし 

供
用 

鉄道施

設（駅、

車両基

地、換気

施設）の

供用 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

省エネルギ

ー型製品の

導入 

省エネルギー型製

品の導入により、

温室効果ガスの排

出量を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

温室効果ガ

スの排出抑

制に留意し

た施設の整

備及び管理 

温室効果ガスの排

出抑制に留意した

施設の整備及び管

理を行うことによ

り、温室効果ガス

の排出量を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

設備機器の

点検・整備に

よる性能維

持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検・整備

により設備機器の

性能を維持するこ

とで、温室効果ガ

スの排出量を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-6-2(3) 環境への負荷（温室効果ガス）に関する環境保全措置の検討結果 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

供
用 

鉄道施

設（駅、

車両基

地、換気

施設）の

供用 

温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生 

発生量

の低減 

鉄道施設（車

両基地）の緑

化・植栽 

鉄道施設（車両基

地）に緑化・植栽

をすることで、植

物による温室効果

ガスの吸収によ

り、温室効果ガス

の排出量を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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9-7 具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難な付帯施設に関する 

環境保全措置 

本評価書において具体的な位置・規模等の計画を明らかにすることが困難かつ環境影響の

大きい付帯施設（発生土置き場）に関する環境保全措置は、以下に示すとおりである。 

 

表 9-7-1(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の不

確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

排出ガス対

策型建設機

械の稼働 

排出ガス対策型建

設機械を使用する

ことにより、二酸

化窒素及び浮遊粒

子状物質の発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わせ

て必要以上の建設

機械の規格、配置

及び稼働とならな

いように計画する

ことで、二酸化窒

素及び浮遊粒子状

物質の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

工事の実施にあた

って、高負荷運転

の防止、アイドリ

ングストップの推

進等により、二酸

化窒素及び浮遊粒

子状物質の発生を

低減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

建設機械の

点検及び整

備による性

能維持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検及び整

備により、建設機

械の性能を維持す

ることで、二酸化

窒素及び浮遊粒子

状物質の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-1(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の不

確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

改変区域をできる

限り小さくするこ

とにより、建設機

械の稼働を最小限

に抑えることで、

二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の発

生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

揮発性有機

化合物（以

下、「VOC」と

いう。）の排

出抑制 

工事の実施におい

て、低 VOC 塗料等

の使用に努めるこ

とで、浮遊粒子状

物質の生成を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-1(3) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の不

確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検及び

整備による

性能維持 

法令上の定めによ

る定期的な点検や

日々の点検及び整

備により、資材及

び機械の運搬に用

いる車両の性能を

維持することで、

二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の発

生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行ルートの分散

化等を行うことに

より、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物

質の発生を低減で

きる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

環境負荷低

減を意識し

た運転の徹

底 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

法定速度の遵守、

アイドリングスト

ップ及び急発進や

急加速の回避を始

めとしたエコドラ

イブの徹底によ

り、発生する二酸

化窒素及び浮遊粒

子状物質を低減で

きる。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-7-1(4) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わせ

て必要以上の建設

機械の規格、配置

及び稼働とならな

いように計画する

ことで、粉じん等

の発生を低減でき

る。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事現場の

清掃及び散

水 

工事現場の清掃及

び散水を行うこと

で、粉じん等の発

生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

仮囲いの設

置 

住居等周辺環境を

考慮した仮囲いの

高さの検討を行っ

たうえで仮囲いを

設置することで、

粉じん等の拡散を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

改変区域をできる

限り小さくするこ

とにより、建設機

械の稼働を最小限

に抑えることで、

粉じん等の発生を

低減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り片寄った施工を

避けることで、粉

じん等の局地的な

発生を低減でき

る。 

低減 ａ なし なし 
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表 9-7-1(5) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【大気質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行 

粉
じ
ん
等
の
発
生 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

荷台への防

塵シート敷

設及び散水 

荷台に防塵シート

を敷設するととも

に散水すること

で、粉じん等の発

生を低減できる。

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の出入り口

や周辺道路

の清掃及び

散水、タイヤ

の洗浄 

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

出入り口や周辺道

路の清掃及び散

水、タイヤの洗浄

を行うことで、粉

じん等の発生を低

減できる。 

低減 ａ なし なし 

発生量

の削減

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化によ

り資材及び機械の

運搬に用いる車両

が集中しないこと

で、粉じん等の局

地的な発生を低減

できる。 

低減 ａ なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-2(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

騒
音
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

低騒音型建

設機械の採

用 

低騒音型建設機

械の採用により、

工事に伴う騒音

の発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

仮囲い・防音
シート等の
設置による
遮音対策 

住居等周辺環境

を考慮した仮囲

い等の高さの検

討を行ったうえ

で仮囲い・防音シ

ート等を設置す

ることで、遮音に

よる騒音の低減

効果が見込まれ

る。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事規模に
合わせた建
設機械の設
定 

工事規模に合わ

せて必要以上の

建設機械の規格、

配置及び稼働と

ならないように

計画することで、

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の
使用時にお
ける配慮 

工事の実施にあ

たって、高負荷運

転の防止、アイド

リングストップ

の推進等により、

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の

点検・整備に

よる性能維

持 

法令上の定めに

よる定期的な点

検 や 日 々 の 点

検・整備により建

設機械の性能を

維持することで、

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、騒音の局地的

な発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-2(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【騒音】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

騒
音
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整備

による性能

維持 

法令上の定めに

よる定期的な点

検 や 日 々 の 点

検・整備による性

能維持により、発

生する騒音が低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両及び運行ルー

トの分散化等を

行うことにより、

騒音の発生を低

減できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

環境負荷低

減を意識し

た運転の徹

底 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の法定速度の

遵守、急発進や急

加速の回避を始

めとしたエコド

ライブの徹底に

より、発生する騒

音を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、騒音

の局地的な発生

を低減できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-3(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

建設機

械の稼

働 

振
動
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

低振動型建

設機械の採

用 

低振動型建設機

械の採用により、

工事に伴う振動

の発生を抑制す

ることができる。

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事規模に

合わせた建

設機械の設

定 

工事規模に合わ

せて必要以上の

建設機械の規格、

配置及び稼働と

ならないように

計画することで、

振動の発生を抑

制することがで

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の

使用時にお

ける配慮 

過負荷運転の防

止に努めること

で、振動の発生を

抑制することが

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

建設機械の

点検・整備に

よる性能維

持 

法令上の定めに

よる定期的な点

検 や 日 々 の 点

検・整備により建

設機械の性能を

維持することで、

振動の発生を抑

制することがで

きる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より片寄った施

工を避けること

で、振動の局地的

な発生を低減で

きる。 

低減 a なし なし 

 



 

9-77 

表 9-7-3(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【振動】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

資材及

び機材

の運搬

に用い

る車両

の運行 

振
動
の
発
生 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の点検・整備

による性能

維持 

法令上の定めに

よる定期的な点

検 や 日 々 の 点

検・整備により資

材及び機械の運

搬に用いる車両

の性能を維持す

ることで、振動の

発生を抑制する

ことができる。 

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

資材及び機

械の運搬に

用いる車両

の運行計画

の配慮 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行ルート

の分散化等を行

うことにより、振

動の発生を低減

できる。 

低減 a なし なし 

発生量

の低減 

発生原

単位の

低減 

環境負荷低

減を意識し

た運転の徹

底 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の法定速度の

遵守、急発進や急

加速の回避を始

めとしたエコド

ライブの徹底に

より、発生する振

動を低減できる。

低減 a なし なし 

発生量

の削減 

発生原

単位の

削減 

工事の平準

化 

工事の平準化に

より資材及び機

械の運搬に用い

る車両が集中し

ないことで、振動

の局地的な発生

を低減できる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-4 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【水質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要

素への影響

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置 

水
の
濁
り 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

適切な処理 

工事により発生する

濁水は必要に応じて

発生水量を考慮した

処理能力を有する濁

水処理設備を設置

し、法令に基づく排

水基準等を踏まえ、

沈澱、濾過等、濁り

を低減させるための

処理をした上で排水

することで、公共用

水域への影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変区域

をできる限り小さく

することで、水の濁

りの発生を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

仮締切工の

実施 

公共用水域内の工事

に際し止水性の高い

仮締切工を行い、改

変により巻き上げら

れる浮遊物質の周辺

公共用水域への流出

を防止することで、

水の濁りに係る影響

を低減できる。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

水路等の切

回しの実施 

公共用水域内の工事

に際し水路等の切回

しを実施することに

より、改変により巻

き上げられる浮遊物

質の周辺公共用水域

への流出を防止する

ことで、水の濁りに

係る影響を低減でき

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

工事排水の

監視 

工事排水の水の濁り

を監視し、処理状況

を定期的に確認する

ことで、水質管理を

徹底することができ

る。 

低減 a なし なし 

水の濁

りの低

減 

処理施設の

点検・整備に

よる性能維

持 

処理設備を設置する

場合は、点検・整備

を確実に行い、性能

を維持することによ

り、工事排水の処理

を徹底することがで

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-5 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【重要な地形及び地質】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工 事 施

工 ヤ ー

ド の 設

置 及 び

存在 

重
要
な
地
形
及
び
地
質
へ
の
影
響 

重 要 な

地 形 及

び 地 質

へ の 影

響 の 低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくし

た工事施工

ヤードの配

置計画 

工事施工ヤード

の設置に際し、地

形の改変をでき

る限り小さくす

る配置計画とす

ることで、重要な

地形及び地質へ

の影響を回避又

は低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

重 要 な

地 形 及

び 地 質

へ の 影

響 の 低

減 

地形の改変

をできる限

り小さくす

る工法又は

構造の採用 

地形の改変をで

きる限り小さく

するための工法

又は構造を採用

することで、重要

な地形及び地質

の影響を回避で

きる。 

回避 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-6 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【文化財】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置及び

存在 

文
化
財
へ
の
影
響 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

適切な構造

及び工法の

採用 

工事の施工範囲を

できる限り小さく

することにより、

文化財への影響を

回避又は低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

文化財

への影

響の回

避・低

減 

試掘・確認調

査及び発掘

調査の実施 

事前に埋蔵文化財

の範囲及び性格等

を明らかにし、自

治体等関係機関と

の調整のうえ、必

要となる届出を行

い、試掘・確認調

査を実施したうえ

で、必要により文

化財としての価値

を後世に継承する

ために発掘調査を

実施する。これら

により文化財が記

録保存され、影響

を回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 



 

9-81 

表 9-7-7(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置の

効果 

措置の区

分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素

への

影響 

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働、

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行並び

に工事施

工ヤード

の設置 

保全対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小

地 表 改

変 に よ

る 生 息

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重要な種の

生息地の全

体又は一部

を回避 

重要な種の生息

環境の全体又は

一部を回避する

ことで、影響を

回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

工事に伴う

改変区域を

できる限り

小さくする 

工事に伴う改変

区域をできる限

り小さくするこ

とで、注目種の

生息地への影響

を回避又は低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保全対

象種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に

伴 う 生

息 環 境

へ の 影

響 の 低

減 

資材運搬等

の適正化 

車両の運行ルー

トは既存の道路

を活用すると共

に、配車計画を

運行ルートに応

じた車両の台数

及び速度、運転

方法等に留意し

て計画すること

により、動物全

般への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-7(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置の

効果 

措置の区

分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素

への

影響 

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働、

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行並び

に工事施

工ヤード

の設置 

保全対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
地
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改

変 に よ

る 生 息

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重要な種の

移植 

発生土置き場の

位置や形状の観

点から、そこに

生息する重要な

種の一部が、や

むを得ず消失す

ることとなる場

合は、代償措置

として、消失す

る環境の近傍に

おいて、消失す

る環境に類似し

た環境を持つ場

所へ移植を行う

ことで、重要な

種の生育環境へ

の影響を代償す

ることがで き

る。なお、重要

な種の移植は、

専門家の助言を

得ながら行うこ

とで、効果が期

待できる。 

代償 a あり なし 

保全対

象種 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁 水 の

流 入 に

よ る 影

響 の 低

減 

汚濁処理施

設及び仮設

沈砂池の設

置 

汚濁処理施設及

び仮設沈砂池の

設置により汚濁

水の発生が抑え

られ、また、排

水の水温を下げ

ることで、水辺

の植物等の生育

環境への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-7(3) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【動物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置の

効果 

措置の区

分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素

への

影響 

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働、

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行並び

に工事施

工ヤード

の設置 

保全対

象種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響

工 事 に

伴 う 生

息 環 境

へ の 影

響 の 低

減 

工事施工ヤ

ード等の林

縁保護植栽

の実施 

改変する区域の

一部に林縁保護

植栽等を図るこ

とで、林内環境

への影響を軽減

し、重要な種の

生息環境への影

響を低減で き

る。 

低減 a なし なし 

保全対

象種 

工
事
等
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 等

に 伴 う

生 息 環

境 へ の

影 響 の

低減 

照明の漏れ

出しの抑制 

照明の漏れ出し

の抑制をするこ

とで、走光性の

昆虫類等への影

響を低減で き

る。 

低減 a なし なし 

保全対

象種 

工
事
等
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工 事 に

伴 う 生

息 環 境

へ の 影

響 の 低

減 

工事従事者

への講習・指

導 

不用意な林内へ

の立ち入りやゴ

ミ捨ての禁止等

について工事従

事者に指導する

ことで、人為的

な攪乱による影

響を低減で き

る。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-8(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素 

への

影響 

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤードの

設置 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重要な種の

生育環境の

全体又は一

部を回避 

重要な種の生育

環境の全体又は

一部を回避する

ことで、影響を

回避又は低減で

きる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

工事に伴う

改変区域を

できるだけ

小さくする

生育環境の改変

をできる限り小

さ く す る こ と

で、重要な種へ

の影響を回避又

は低減できる。

回避 

・ 

低減 

a なし なし 
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表 9-7-8(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素 

への

影響 

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤードの

設置 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重要な種の

生育環境の

創出 

発生土置き場の

位置や形状の観

点から、そこに

生育する重要な

種の一部が、や

むを得ず消失す

ることとなる場

合は、代償措置

として、消失す

る環境の近傍に

おいては、湿地、

草地、水の流れ

及びたまり場を

確保するととも

に、水際には在

来種の湿生植物

を植栽した生育

環境を創出する

ことで、重要な

種への影響を代

償することがで

きる。なお、生

育 環 境 の 創 出

は、専門家の助

言を得ながら行

うことで、効果

が期待できる。

代償 a あり なし 
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表 9-7-8(3) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素 

への

影響 

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤードの

設置 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

工事施工ヤ

ード等の林

縁保護植栽

の実施 

改変する区域の

一部に林縁保護

植栽等を図るこ

とで、林内環境

への影響を軽減

し、重要な種の

生育環境への影

響 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地 表 改

変 に よ

る 生 育

地 の 消

失 等 の

回避、低

減 

重要な種の

移植・播種

発生度置き場の

位置や形状の観

点から、そこに

生育する重要な

種の一部が、や

むを得ず消失す

ることとなる場

合は、代償措置

として、消失す

る環境の近傍に

おいて、消失す

る環境に類似し

た環境（植生、

光及び水分等の

条件）を持つ場

所へ移植を行う

ことで、重要な

種への影響を代

償することがで

きる。なお、重

要 な 種 の 移 植

は、専門家の助

言を得ながら行

うことで、効果

が期待できる。

代償 a あり なし 



 

9-87 

表 9-7-8(4) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【植物】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の

環境

要素 

への

影響 

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤードの

設置 

保 全 対

象種 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁 水 の

流 入 に

よ る 影

響 の 低

減 

汚濁処理施

設及び仮設

沈砂池の設

置 

汚濁処理施設及

び仮設沈砂池の

設置により汚濁

水の発生が抑え

られ、また、排

水の水温を下げ

ることで、水辺

の植物等の生育

環境への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

保 全 対

象種 

工
事
等
に
伴
う
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

育環境

への影

響の低

減 

工事従事者

への講習・

指導 

工事区域外への

不必要な立ち入

り等を制限する

ことで、踏みつ

け等による重要

な種への影響を

低減できる。 

低減 a なし なし 

－ 

工
事
等
に
伴
う
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に

伴う生

育環境

への影

響の低

減 

外来種の拡

大抑制 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両のタイヤ洗浄

や工事後の施工

ヤードの速やか

な在来種による

緑化等に努める

ことで、外来種

の拡大を抑制で

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-9(1) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置の

効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環

境要素

への影

響 

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働、

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行並び

に工事施

工ヤード

の設置 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
・
生

育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改変

による生

息 ･ 生 育

地の消失

等 の 回

避、低減 

重 要 な 種

の生息・生

育 地 の 全

体 又 は 一

部を回避 

重 要 な 種 の 生

息・生育地の全

体又は一部を回

避することで、

重 要 な 種 の 生

育・生息地への

影響を回避又は

低減できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
息
・
生
育
地
の

消
失
・
縮
小 

地表改変

による生

息 ･ 生 育

地の消失

等 の 回

避、低減 

工 事 に 伴

う 改 変 区

域 を で き

る 限 り 小

さくする 

重 要 な 種 の 生

息・生育環境の

改変をできる限

り小さくするこ

とで、重要な種

の生息・生育地

への影響を回避

又 は 低 減 で き

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保 全 対

象種 

工
事
等
に
伴
う
生
息
・
生
育
環
境
へ

の
影
響 

工事に伴

う生息環

境への影

響の低減 

資 材 運 搬

等 の 適 正

化 

車両の運行ルー

トは既存の道路

を活用すると共

に、配車計画を

運行ルートに応

じた車両の台数

及び速度、運転

方法等に留意し

て計画すること

により、動物全

般への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-9(2) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置の

効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環

境要素

への影

響 

工

事

の

実

施 

建設機械

の稼働、

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行並び

に工事施

工ヤード

の設置 

保 全 対

象種 

地
表
改
変
に
よ
る
生
育
地
の
消
失
・
縮
小 

地表改変

による生

育地の消

失等の回

避、低減

重 要 な 種

の移植・播

種 

発生土置き場の

位置や形状の観

点から、そこに

生育する重要な

種の一部が、や

むを得ず消失す

ることとなる場

合は、代償措置

として、消失す

る環境の近傍に

おいて、消失す

る環境に類似し

た環境（植生、

光及び水分等の

条件）を持つ場

所へ移植を行う

ことで、重要な

種への影響を代

償することがで

きる。なお、重

要 な 種 の 移 植

は、専門家の助

言を得ながら行

うことで、効果

が期待できる。

代償 a あり なし 

保 全 対

象種 

濁
水
の
流
入
に
よ
る
水
質
の
低
下 

濁水の流

入による

影響の低

減 

汚 濁 処 理

施 設 及 び

仮 設 沈 砂

池の設置 

汚濁処理施設及

び仮設沈砂池の

設置により汚濁

水の発生が抑え

られ、また、排

水の水温を下げ

ることで、水辺

の魚類・植物等

の生息・生育環

境への影響を低

減できる。 

低減 a なし なし 

保 全 対

象種 

工
事
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴

う生息環

境への影

響の低減

工 事 施 工

ヤ ー ド 等

の 林 縁 保

護 植 栽 の

実施 

改変する区域の

一部に林縁保護

植栽等を図るこ

とで、林内環境

への影響を軽減

し、重要な種の

生息・生育環境

への影響を低減

できる。 

低減 a なし なし 
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表 9-7-9(3) 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【生態系】 

影響要因 検討種 影響
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置の

効果 

措置の 

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実

性 

他の環

境要素

への影

響 

工
事
の
実
施 

建設機械

の稼働、

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行並び

に工事施

工ヤード

の設置 

昆 虫 類

の 保 全

対象種 

工
事
等
に
伴
う
生
息
環
境
へ
の
影
響

工事等に

伴う生息

環境への

影響の低

減 

照 明 の 漏

れ 出 し の

抑制 

照明の漏れ出し

の抑制をするこ

とで、走光性の

昆虫類などへの

影響を低減でき

る。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

保 全 対

象種 

工
事
等
に
伴
う
生
息
・
生
育
環
境
へ
の
影
響 

工事に伴

う生息・

生育環境

への影響

の低減 

工 事 従 事

者 へ の 講

習・指導 

不用意な林内へ

の立ち入りやゴ

ミ捨ての禁止等

について工事従

事者に指導する

ことで、人為的

な攪乱による影

響 を 低 減 で き

る。 

低減 a なし なし 

 

 

 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-10 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【景観】 

影響要因 影響 
検討の 

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施 

主体 

効果の 

不確実性 

他の環境要素 

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施

工ヤー

ドの設

置及び

存在 

景観 

景 観等

へ の支

障 の回

避 ・低

減 

改 変 区 域

を で き る

限 り 小 さ

くする 

改変区域をできる

限り小さくするこ

とで、景観等への

影響を回避、低減

できる。 

回避 

・ 

低減 

a なし なし 

景 観等

へ の支

障 の低

減 

構 造 物 の

形 状 の 配

慮 

構造物の形状の配

慮により、周辺の

自然、農村、市街

地景観との調和を

図り、景観等への

影響を低減でき

る。また、景観の

有識者による検討

会を実施し、橋梁

構造形式等の検討

結果として、橋脚

計画位置の配慮に

より景観等への影

響を低減できる。

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 
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表 9-7-11 環境への負荷（発生土置き場）に関する環境保全措置の検討結果 

【人と自然との触れ合いの活動の場】 

影響要因 影響 
検討の

視点 

環境保全 

措置 

環境保全措置 

の効果 

措置の

区分 

実施

主体

効果の 

不確実性 

他の環境要素

への影響 

工
事
の
実
施 

工事施工

ヤードの

設置及び

存在 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

人と自

然との

触れ合

いの場

の変化

の低減 

工 事 施 工 ヤ

ー ド 外 の 工

事 用 車 両 の

進入禁止 

工事施工ヤード

以外の工事車両

の進入禁止を徹

底することによ

り、利用性への影

響を緩和するこ

とができる。 

低減 a なし なし 

構 造 物 の 形

式、色合いの

検討 

構造物の形式、色

合いを検討する

ことにより、快適

性への影響を緩

和することがで

きる。 

低減 a なし なし 

注 1. 実施者 

a：東海旅客鉄道株式会社 

b：その他の者（自治体等） 

 
環境保全措置の内容をより詳細なものにするため、「第 10 章 事後調査」に示す調査及び影

響検討を行う。 

 

  


